
食安輸発10 1 5第２号

平 成 2 6 年 1 0 月 1 5 日

各検疫所長 殿

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室長

（公 印 省 略）

台湾産食品の取扱いについて

標記については、平成26年10月10日付け食安輸発1010第４号にて通知していると

ころです。

今般、台湾において、新たに、頂新製油實業股份有限公司が製造した油脂等が回

収されているとの情報を入手しました。

ついては、下記に示す製造者等により製造された食品の輸入届出があった場合に

は貨物保留の上、企画情報課検疫所業務管理室を通じて当室まで連絡願います。

なお、平成26年10月10日付け食安輸発1010第４号は廃止します。

記

製造者名：

①強冠企業股份有限公司（CHANG GUANN CO., LTD）

②正義股份有限公司（CHENG I FOOD CO., LTD）

③頂新製油實業股份有限公司

④衛生福利部食品薬物管理署ホームページ中、以下にて示される製造者等

・正義公司問題油品、自主下架油品清單、以及下游業者主動通報自主性下架油

品清單

・強冠問題産品清單、向地方衛生局報備更換油品後上架産品清冊

・頂新越南豬油産品品項及下游業者之問題産品清單

（参考）衛生福利部食品薬物管理署ホームページ

http://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=4093


